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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。
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(第 2面 )
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産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (命余'う 年度)実績】

産業廃棄物の種類 ・炉盟殉『ヽだ、たノ

排  出  量 》ο13 t ▼
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①現状 (これまでに実施した取組)
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【目標】

産業廃棄物の種類 あ絢 へ 3、 ル降 妨 へ 熱

排  出  量 >θ 13 t ξ t

②計画 (今後実施する予定の取組)
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産業廃棄物の分別に関する事項

①現状
(分別している産業廃乗物の種類及び分別に関する取組)

縁 功 静 し

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)
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(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 ( う 年度)実績】
産業廃棄物の種類 物物卜

'、

ル陥
自ら再生利用を行つた

産業廃棄物の量 ・ケせん
t t

①現状
(これまでに実施した取組)
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【目標】

産業廃棄物の種類 へ́ζ、ん

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 ■併争俸
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)
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自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (冷烈zろ 年度)実績】

産業廃棄物の種類 傷均 Qも、炒睫
自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t t

①現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
字女′ t t

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類 御物ハて、ル魔
自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
t t

②計画

(今後実施する予定の取組)



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 ι年度)実績】

産業廃棄物の種類

①現状

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

(これまでに実施した取組)

杉寃シ泳し

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

叛ラをた〕し
産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 ( 年度)実績】
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fkル
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全 処 理 委 託 量 t θⅢ
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優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

①現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

。・多Ⅳ均偽|ヽルl“は 再ヽ―生ねl甲縄 へ在X無4多
充 レ、殉 可じピ■キヽを

,効物い 緋 けイビ甥 レな発 無理
しひ
―
B



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 物駒へ岳ル駁 徹労幼銀狂新た
全 処 理 委 託 量 t

歩
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(今後実施する予定の取組)
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(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内るを含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによつて減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。                               
′

7 ※欄は記入しないこと。


